
 

○北本市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則 

平成26年３月11日規則第11号 

北本市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、北本市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（平成22年条例第

21号。以下「条例」という。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

（敷地面積制限の適用除外） 

第２条 条例第４条第１項ただし書に規定する市長が当該地区の方針に照らして支障がないと認め

た敷地は、次に掲げる敷地とする。 

(１) 建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）別表第２（い）項第９号に掲げ

る建築物の敷地 

(２) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第58条の２第１項各号に掲げる行為（同項第５号に掲

げる行為であって建築物を建築するものを除く。）を行う敷地 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準に適合する敷地 

（確認申請書に添付する書類） 

第３条 建築主は、条例第８条の規定に基づく既存の建築物に対する制限の緩和の適用を受ける場

合においては、法第６条第１項に規定する確認の申請書に不適格建築物調書（別記様式）並びに

基準時における建築物の配置図、各階平面図及び立面図を添付しなければならない。 

附 則 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 



 

別記様式（第３条関係） 

 


